
 岩手県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成24年３月27日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第23号 

   岩手県手数料条例の一部を改正する条例 
 岩手県手数料条例（平成12年岩手県条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 
１ 別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係） 
 商工労働観光事務関係手数料 商工労働観光事務関係手数料 
  事 務 名 称 金 額 指定試験機関等   事 務 名 称 金 額 指定試験機関等  
   ［略］       ［略］     
  13 職業能力

開発促進法

施行令（昭和

44年政令第

258号）第３

条第１号の

規定に基づ

く技能検定

試験の実施

 ［略］ (１) 実技試験 

ア ［略］ 

イ １級、２級、３級（

在校生が技能検定を

受ける場合を除く。）

、基礎１級、基礎２級

及び単一等級の場合 

 (ア)・(イ) ［略］

 (ウ) 次に掲げる職

  種    12,100円

 ［略］   13 職業能力

開発促進法

施行令（昭和

44年政令第

258号）第３

条第１号の

規定に基づ

く技能検定

試験の実施 

 ［略］ (１) 実技試験 

ア ［略］ 

イ １級、２級、３級（

在校生が技能検定を

受ける場合を除く。）

、基礎１級、基礎２級

及び単一等級の場合 

 (ア)・(イ) ［略］

 (ウ) 次に掲げる職

   種    12,100円 

 ［略］  

    和裁、テクニカル

イラストレーショ

ン、建築図面製作、

機械・プラント製図

、電気製図 

     和裁、テクニカル

イラストレーショ

ン、機械・プラント

製図、電気製図 

  

    ウ ［略］       ウ ［略］   



    (２) ［略］      (２) ［略］   
   ［略］       ［略］     
  18 計量法第

19条第１項

の規定に基

づく特定計

量器の定期

検査アイウ

 ［略］  ［略］ 社団法人計量計

測技術センター

（昭和45年12月

15日に社団法人

岩手県計量管理

センターという

名称で設立され

た法人をいう。）

  18 計量法第

19条第１項

の規定に基

づく特定計

量器の定期

検査アイウ 

 ［略］  ［略］ 一般社団法人計

量計測技術セン

ター 

 

   ［略］       ［略］     
  ［略］  ［略］ 
 別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 
 農林水産事務関係手数料 農林水産事務関係手数料 
  事 務 名 称 金 額 指定試験機関等   事 務 名 称 金 額 指定試験機関等  
   ［略］       ［略］     
  30 ［略］  ［略］     30 ［略］  ［略］    
         30の２ 薬事

法第33条第

１項の規定

に基づく医

薬品の配置

販売業者又

はその配置

員に対する

配置販売従

事者の身分

動 物 用

医 薬 品

配 置 販

売 従 事

者 身 分

証 明 書

交 付 手

数 料 ア

ア 

7,300円   



         証明書の交    

         付    

        30の３ 薬事

法第33条第

１項の規定

に基づく医

薬品の配置

販売業者又

はその配置

員に対する

配置販売従

事者の身分

証明書の書

換え交付あ

動 物 用

医 薬 品

配 置 販

売 従 事

者 身 分

証 明 書

書 換 え

交 付 手

数 料 ア 

2,300円   

        30の４ 薬事

法第33条第

１項の規定

に基づく医

薬品の配置

販売業者又

はその配置

員に対する

配置販売従

事者の身分

証明書の再

交付アイウ

動 物 用

医 薬 品

配 置 販

売 従 事

者 身 分

証 明 書

再 交 付

手 数 料 

3,300円   

  30の２ ［略］  ［略］     30の５ ［略］  ［略］    



  30の３ ［略］  ［略］     30の６ ［略］  ［略］    
  30の４ ［略］  ［略］     30の７ ［略］  ［略］    
  30の５ ［略］  ［略］     30の８ ［略］  ［略］    
  30の６ ［略］  ［略］     30の９ ［略］  ［略］    
   ［略］       ［略］     
   

２ 別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係） 
 保健福祉事務関係手数料 保健福祉事務関係手数料 

  事 務 名 称 金 額 指定試験機関等   事 務 名 称 金 額 指定試験機関等  
   ［略］       ［略］     
  26の11 介護

保険法第115

条の36第１

項に規定す

る調査事務

 ［略］ ［略］ 社会福祉法人岩

手県社会福祉協

議会アイウエオ 
特定非営利活動

法人いわての保

健福祉支援研究

会 

  26の11 介護

保険法第115

条の36第１

項に規定す

る調査事務

 ［略］  ［略］   

  27 介護保険

法第115条の

42第１項に

規定する情

報公表事務

 ［略］ １の介護サービス（知事が

２以上の別に定める介護

サービスに係る介護サー

ビス情報の公表を同時に

行う場合は、１の介護サー

ビスとみなす。）につき、

10,000円 

財団法人岩手県

長寿社会振興財

団（昭和63年５月

20日に財団法人

岩手県長寿社会

振興財団という

名称で設立され

た法人をいう。）

  27 介護保険

法第115条の

42第１項に

規定する情

報公表事務

 ［略］ １の介護サービス（知事が

２以上の別に定める介護

サービスに係る介護サー

ビス情報の公表を同時に

行う場合は、１の介護サー

ビスとみなす。）につき、

7,200円 

  

   ［略］       ［略］     
         



備考 改正部分は、下線の部分である。 
附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、平成24年４月１日から施行する。 

 


		2012-03-26T21:14:46+0900
	岩手県盛岡市内丸10番1号
	岩手県
	発行者証明




